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特定技能制度への自動車運送業分野の追加
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〇 特定技能制度の運用に関する基本方針（閣議決定）において、「分野別運用方針において、当該分野における向こう
５年間の受入れ見込数について示し、人材不足の見込数と比較して過大でないことを示さなければならない。」と定
め、分野別運用方針（閣議決定）において、分野ごとの受入れ見込数を記載。

○ 制度開始時に設定した、令和元年度から５年間の受入れ見込数の期限が、令和５年度末に到来。

○ 令和６年３月29日、各分野の人手不足状況等を踏まえ、令和６年４月から５年間の受入れ見込数を設定（関係閣僚会
議決定・閣議決定による分野別運用方針の変更）。

受入れ見込数の再設定

特定技能制度の受入れ見込数の再設定（令和６年３月２９日閣議決定）

※１ コロナ禍の影響による大きな経済情勢の変化を踏まえ、令和４年８月に見直した受入れ見込数。
※２ 受入れ見込数が増加することを踏まえ、受入れ機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与することが当該機関の責務であること等を明記（基本方針に追記）。

令和６年４月からの受入れ見込数等 （人
）
合計木材産業林業鉄道

自動車
運送業外食業飲食料品

製造業漁業農業宿泊航空
自動車
整備

造船・
舶用工業建設工業製品

製造業
ビルクリ
ーニング介護

208,42513,31261,0952,66923,8614016322,5197,51424,43340,0693,52028,400
特定技能1号在留者数
（令和５年12月末現
在：速報値）

345,15053,00034,0009,00036,50022,0002,2007,00013,00040,00031,45037,00060,000制度開始時の
受入れ見込数

345,15030,50087,2006,30036,50011,2001,3006,50011,00034,00049,75020,00050,900
令和５年度末まで
の受入れ見込数

（※1）

820,0005,0001,0003,80024,50053,000139,00017,00078,00023,0004,40010,00036,00080,000173,30037,000135,000
令和６年４月から
５年間の受入れ見
込数（※2）

○ 各分野において、５年後（令和10年度）の産業需要等を踏まえ、以下の計算で算出。
受入れ見込数の算出方法

受入れ見込数＝５年後の人手不足数－（生産性向上＋国内人材確保）



特定技能制度における自動車運送業分野の制度概要

トラックタクシーバス

２．４５万人・受入れ見込数

①運行業務

②荷役業務

①運行業務

②接遇業務

①運行業務

②接遇業務
・主な業務内容

①第一種運転免許（※１）

②特定技能評価試験（トラック）
（※２）

①第二種運転免許（※１）

②特定技能評価試験（タク
シー）（※２）

①第二種運転免許（※１）

②特定技能評価試験（バス）（※
２）

・技能水準
※１ 日本国内で運転免許を取得するための手続等に要する期間については、在留資格「特定活動」（バス運転手及びタクシー
運転手については1年・更新不可、トラック運転手については6ヶ月・更新不可）で在留を認める。

※２ 特定技能評価試験は各業界団体及び実施者である（一財）日本海事協会において準備。

・日本語能力試験N４
又は

・日本語基礎テスト 合格

日本語能力試験N３日本語能力試験N３・日本語能力

・「働きやすい職場認証制度」

又は「Gマーク制度」の認証取得

等

・「働きやすい職場認証制度」の
認証取得

等

・「働きやすい職場認証制度」の
認証取得

等

・受入れ事業者の要件

○ 担い手不足への対応が喫緊の課題となっている自動車運送業分野（バス、タクシー及びトラック運転手）につ
いて、特定技能制度の対象分野への追加を閣議決定（令和６年3月29日）。
○ 特定技能外国人の受入れに向けて、令和６年12月より特定技能評価試験を開始。
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乗務開始までのプロセス

乗
務
開
始

法令、接遇、地理、安全
に関する研修

構内
走行

路上
走行

座学研修（空いている時間に実施） 路上走行研修

外国人ドライバーの日本語研修も実施

外免切替
２種免許
取得

新任運転者研修

約6か月

特定活動期間 最大12か月

バ
ス
・タ
ク
シ
ー

ト
ラ
ッ
ク

乗
務
開
始

特定技能
評価試験
（※）
・

日本語
試験

合格

外国人ドライバーの日本語研修も実施

外免切替

特定活動期間 最大６か月

※R６.12より開始

採
用
・
雇
用
契
約

特定技能
評価試験
（※）
・

日本語
試験

合格

※R６.12より開始

在
留
資
格
「
特
定
活
動
」
審
査
・
入
国

在
留
資
格
「
特
定
技
能
」
審
査

在
留
資
格
「
特
定
技
能
」
審
査

採
用
・
雇
用
契
約

在
留
資
格
「
特
定
活
動
」
審
査
・
入
国
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見直し案

バス・タクシー運転者に係る日本語能力要件（案）

※1 事業者に所属し、乗客対応に関する必要な指導を受けている者
※2 離島振興法、半島振興法における対象地域
※3 日本語能力を測る試験等の受験機会の拡大を図る

現行制度

【バス・タクシー】
○ Ｎ３以上

特定技能１号

【バス・タクシー】
○ Ｎ４又はＮ３以上

特定活動入国時

【バス・タクシー】
○ Ｎ３以上

特定活動入国時

○ 担い手不足への対応が喫緊の課題となっている自動車運送業分野（バス、タクシー及びトラック運転者）について、特定
技能制度の対象分野への追加を閣議決定（令和6年3月29日）

○ バス・タクシー運転者に係る日本語能力要件は、利用者への説明や緊急時の対応が求められるため、現行は、特定
活動入国時及び特定技能１号への移行時において、日本語能力試験Ｎ３レベル以上と要求しているところ

【バス・タクシー】
○ Ｎ３以上
○ Ｎ４＋日本語サポーター(※1)
○ 離島・半島(※2)のバスについては、Ｎ４でも単独

乗務可(※3)

特定技能１号

（注）Ｎ３レベル：日本語教育の参照枠のＢ１相当
Ｎ４レベル： JFT-Basic又は日本語教育の参照枠のＡ２相当
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